
分譲マンション届出制度説明会

令和8年6月
仙台市 都市整備局 住宅政策課



【分譲マンション棟数】 約１,５００棟

• 本市には、現在およそ1,500棟の分譲マンションが立地。
• 全国傾向と同様、今後高経年マンションの増加が見込まれる。

◆ 本市のマンションを取り巻く現状と課題

届出制度開始の背景と概要

（出典）R5住宅・土地統計調査

住宅戸数のうち

１４%が分譲マンション

【建て方別住宅割合】

（出典）仙台市マンション管理適正化推進計画 [R7.11改定]

築 ４０ 年以上のマンションは、

２０ 年で約 ４ 倍

【築後30、40、50年超のマンション棟数】
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◆ 推進計画改定と条例制定の経過

年度 年月 内容

令和2年度 令和2年 6月 マンションの管理の適正化の推進に関する法律改正

令和４年度 令和４年 ９月 仙台市マンション管理適正化推進計画策定

令和５年度
令和５年 ４月～
令和６年 ２月

マンション管理の実態についてアンケート調査を実施
（市内全てのマンションが対象 [約1,500棟] ）

令和６年度 令和６年１０月 検討委員会から「推進施策のあり方」について提言

令和７年度 令和７年 ５月 マンション関連法改正 （公布）

令和7年 11月 仙台市マンション管理適正化推進計画改定

令和８年 ３月 仙台市マンションの管理の適正化に関する条例制定

【これまでの経過】

• 法改正の機会を捉えるとともに、検討委員会からの提言を踏まえ、新築か
ら再生までのライフサイクル全体を見通した本市独自の取組を進めるため、
令和7年11月に推進計画を見直し

届出制度開始の背景と概要
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• 高経年になるほど管理に課題を抱えているマンションが増える一方、築
15年未満の比較的新しいマンションでも課題を抱えている状況。

• 給排水設備図などの図面は法に引き継ぎ規定が無いため、分譲事業者か
ら管理組合に図面が引継がれず、修繕工事に支障をきたしている事例有。

◆ 仙台市の分譲マンションの現状と課題
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【築年代別の管理傾向】【市内マンションの管理傾向】

（令和５年度 仙台市マンション管理実態調査結果より）

届出制度開始の背景と概要
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（令和５年度 仙台市マンション管理実態調査 結果）
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【長期修繕計画作成状況比較】
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【外壁落下兆候マンション（※）の管理運営面の特徴】
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• 外壁落下兆候マンション※の傾向として、適時適切な大規模修繕の実施と
密接に関連しており、長期修繕計画や積立の状況にも全体と差が有り。

※外観目視調査において、外装タイルの浮きが複数箇所に見られる状況にあったマンション
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◆ 仙台市の分譲マンションの現状と課題

届出制度開始の背景と概要
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昭和47年竣工（築49年で解体）
鉄骨造／地上３階・９戸
令和2年 行政代執行
（解体工事費1.18億）

※国土交通省資料より引用

◆行政代執行となった他都市の事例

◆経過

平成22年1月
平成24年11月
平成30年6・ 9月

9・12月
平成31年3月
令和２年1月

7月
令和２年8月

建築基準法に基づく勧告（外装材の落下防止措置等）
手すりがぶら下がっているなどの苦情
市道に面した壁が崩落、３階の軒の外壁が落下
空き家対策特別措置法に基づく立入調査、勧告等
A市より所有者に対して解体命令
行政代執行（解体工事着工）
行政代執行終了宣言（1.18億円）、区分所有者８名へ請求
区分所有者３名が0.39億円を納付、5名に対して督促
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届出制度開始の背景と概要



「次世代につなぐ 安心・安全・快適に暮らすことのできる都市」

市街地環境への悪影響発生の未然防止

• マンションは私有財産であり、その管理や再生は、区分所有者が自らの責任と努力で行うこ
とが基本である一方、維持管理が適正に行われない場合、周辺の市街地環境に対し深刻な
悪影響を及ぼす可能性があるため、管理適正化に向けた働きかけを進める必要がある。

災害対応力の強化

• 近年の自然災害の激甚化を受け、耐震化等のハード面の取組に加え、マンション内コミュニ
ティや地域との共助体制などソフト面の取組や、被害を想定した事前検討など、防災・減災に
向けた事前の取組が重要であるため、取組の強化に向けた働きかけを進める必要がある。

◆ 目指す姿

届出制度開始の背景と概要

【仙台市マンション管理適正化推進計画改正の概要】
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施策の方向性 具体的な取組 ※（）内は推進計画本編の主なページ数

（６） マンションの適正な維持管理及び
安全性向上に向けた取組

（７） 再生・終末期を見据えた管理の
誘導

（２） 各主体の責務の明確化・意識醸成

（１） 新築時からの適正化

（４） 管理状況に応じた適正化誘導

（５） 管理状況の見える化

（８） 防災・減災に向けた
取組・体制づくり

（９） 多様な主体・分野との連携

（３） 管理組合の体制維持・強化
に向けた取組

□ マンションの維持管理に関する情報提供・啓発 （P.21-22）

□ マンションの再生検討の促進 （P.22-P.23）

□ 区分所有者等の責務の明確化 （P.18）

□ マンション分譲事業者による届出制度 （P.18、 P.20）

□ 適正な管理を行う管理組合の認定 （P.19-20）

□ マンションの耐震化の促進 （P.21）

□ マンションの管理状況の把握、助言・指導等の実施 （P.20）

□ 関係団体と連携した相談体制の充実 （P.19）

新規

□ マンションの防災力向上の促進 （P.23）

□ マンションの防災・減災に関する情報提供・啓発 （P.23）

□ 管理組合の運営に関する情報提供・啓発【再掲】

□ 図面の確実な引継ぎ （P.18） 新規

□ 管理組合の運営に関する情報提供・啓発 （P.18-19）

拡充

□ 関係団体と連携した相談体制の充実【再掲】

拡充

□ マンション管理組合による届出制度 （P.18、 P.20） 新規
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【仙台市マンション管理適正化推進計画改正の概要】
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• マンション管理の適正化を推進するため、市・所有者・事業者の責務を明確化
• 分譲事業者・管理組合による届出制度を新設

◆ 条例の主な内容

新築マンション

• 分譲前の管理・修繕計画等の届出を義務化
• 購入予定者への説明・管理資料の引継ぎを義務化

既存マンション

・管理組合による管理状況の定期届出を義務化

共通

• 届出状況の公表
• 必要に応じた市による指導・助言・勧告

⇒ 新たに届出を義務化することにより、管理の適正化や所有

     者の管理意識の向上を図るとともに、把握した情報を基に、

     各マンションの状況に応じた支援につなげる。
届出制度開始のご案内は

  こちら

届出制度開始の背景と概要

【仙台市マンション管理適正化条例の概要 （令和8年3月公布／10月施行）】
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⚫ 届出書作成の手引き案・様式案を示しながらご説明します⇒別添資料参照

既存マンションの届出等について
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分譲事業者の義務

・ マンションの販売に係る最初の重要事項説明を行う30日前に、あらかじめ管理規約の案や
長期修繕計画の案を添付のうえ、市に管理計画を届出ること。

・ マンションを購入しようとする者に、届け出た事項を示し説明を行うこと。
・ 管理組合に対し、法定図面のほか修繕に有用な書類 （給排水設備図等） を引継ぎ。

管理組合の義務
・ 管理組合を設立する総会において届出の内容を決議のうえ、市に管理状況を届出ること。
・ 分譲事業者から書類の引継ぎを受けたことについて、総会で内容を決議のうえ、市に報告。

分
譲
事
業
者

管
理
組
合

新築マンション（分譲時）

建築確認
済証取得

着工 最初の
重要事項説明

竣工引渡し
開始

設立
総会

届出
[管理計画]

（変更届出）
※変更が生じた場合 書類引継

30日前

書類引受

決議 ＊
90日以内

・届出[管理状況]
・引継報告

・届出の内容
・引継報告の内容

設立総会で決議

新築マンション（組合設立時）

購入予定者への説明
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新築マンションの届出等について

⚫ 届出書様式（表面）
《既存マンションの届出内容との主な違い》

◆届出の種類

・届出内容に変更が生じた場合、変更届出の提出が必要

◆届出者

・マンション分譲事業者

◆認定の取得状況

管理計画認定制度

・新築マンションは令和9年4月から制度開始予定

防災力向上マンション認定制度

・新築マンションは防災性能の認定のみ（防災活動はなし）

◆マンションの概要

・以下の内容を追加
➢ 敷地面積・建築面積
➢ 重要事項説明開始予定年月日
➢ 竣工予定年月日
➢ 設計者・施行者
➢ 外部管理者方式の採用予定 12



新築マンションの届出等について

⚫ 届出書様式（裏面）
《既存マンションの届出内容との主な違い》

◆管理組合の運営に関する事項

・管理計画認定の基準（予定）への適合についてチェック

◆建物の修繕に関する計画等

・計画期間内の修繕積立金の引上げ幅に関する、管理計画
認定の基準（予定）への適合状況についてチェック

◆その他

防災性能

・防災力向上マンション認定の基準を参考とした設問追加

防災活動

・管理計画認定基準（予定）を参考とした設問追加

◆添付書類

・管理規約の案と、長期修繕計画の案の添付が必要 13



新築マンションの届出等について

⚫ マンションの管理に係る書類の引継ぎ
• マンションの竣工後、分譲事業者から管理組合へ「引継書兼引受書」により引継ぎ。
• 管理組合の設立総会から90日以内に、管理組合から市へ、「引継報告書」により引継ぎ
を受けた旨について報告。
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各種支援制度について

事業名 事業内容

管理

①管理相談事業（行政困りごと相談所） 【Ｈ17～】 総務省が設置する「行政困りごと相談所」に毎月マンション
管理士を派遣し、管理窓口相談を受付。

②管理相談員派遣事業 【H24～：震災復旧】【H29～：管理相談】
管理状況の改善・向上に取り組む管理組合に対し、マンショ
ン管理士等専門家を直接派遣し、助言等を実施。

③管理計画認定制度 【R4～】 マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切
な管理計画を持つマンションとして市が認定

防災
④防災マニュアル作成支援専門家派遣事業 【H25～】

マンション防災マニュアルの作成に取り組む管理組合に対し、
マンション管理士等専門家を直接派遣し、助言等を実施。

⑤杜の都防災力向上マンション認定制度 【H25～】 マンションの防災力向上推進に向け、優れた防災性能を持
つマンションや防災活動に取り組む管理組合を認定。

耐震

⑥耐震化相談員派遣事業 【H20～】 マンションの耐震化に取り組む管理組合に対し、マンション
管理士や建築士を直接派遣し、助言等を実施。

⑦耐震予備診断支援事業 【H15～】 耐震化啓発を目的に、耐震診断技術者による簡易診断費用
の９割を補助。

⑧耐震精密診断補助金交付事業 【H20～】 耐震精密診断を行う管理組合に対し、その費用の一部を補
助。

⑨耐震改修工事補助金交付事業 【H23～】 耐震改修工事を行う管理組合に対し、その費用の一部を補
助。

再生 ⑩マンション再生検討促進補助金交付事業 【R6～】 管理組合が実施するマンションの再生等に関する外部委託
による検討に対し、委託経費の一部を補助（３か年限度）

その
他

⑫情報提供（市主催セミナー、郵送、メール配信、パンフレット・防災マニュアルの整備等）

⑬「マンション管理支援ネットワークせんだい・みやぎ」による管理組合支援 【H17～】

【今後の制度拡充予定】
・ 管理相談員派遣事業： 「届出書作成に関する相談」を可能とする予定（7月下旬に受付開始予定）
・ 再生アドバイザー派遣制度等： 再生に関する支援制度を拡充予定（7月中に受付開始予定）
※ 制度開始時にはページおよびメール配信サービスでお知らせします 15



各種支援制度について

⚫ マンション管理業協会が実施する適正評価制度について

一般社団法人マンション管理業協会と仙台市は、市内分譲マンションの管理状況の実態を
把握するとともに、将来にわたり良好な状態が維持されるマンションストックの形成を図る
ため、連携協定を締結。（令和8年5月19日）

【取組みの具体例】

⚫ マンション管理適正評価制度の登録マンションに対し、
仙台市への管理状況届出における届出内容を一部簡
素化し、マンション管理組合の負担を軽減する

⚫ 共有したデータを活用しながら、それぞれが個々のマ
ンションの状況に応じた情報提供や支援を行うなど、
マンション管理組合に対する働きかけを行う

⚫ マンションの管理状況について、相互に連動した情報
発信を行うことにより、管理組合の管理に対する意識
の向上を図る

【協定締結式の様子】

（写真 左：世古理事長、右：郡市長）
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